
高知県デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱新旧対照表

新 旧

高知県デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱

第１条～第９条（略）

（繰越承認申請）

第 10 条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しないと見込まれる場合は、別記第７号様式による繰越承

認申請書を当該事業年度の３月 22日までに知事に提出し、その承認を受けなければならない。

第 11条～第 19条（略）

附 則（略）

附 則

この要綱は、令和６年３月４日から施行する。

別表第１・２（略）

高知県デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱

第１条～第９条（略）

（繰越承認申請）

第 10 条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しないと見込まれる場合は、別記第７号様式による繰越承

認申請書を令和５年３月 22 日までに知事に提出し、その承認を受けなければならない。

第 11条～第 19条（略）

附 則（略）

別表第１・２（略）



高知県デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱新旧対照表

新 旧

別表第３（第４条関係）

別表４（略）

第１号様式～第 10号様式（略）

別表第３（第４条関係）

別表４（略）

第１号様式～第 10号様式（略）

区分 補助対象経費 補助率 補助上限・下限

額

（１）間接補助

事業者が行う事

業に対する間接

補助金
一
般
枠

ソフトウェア経費、ハードウェ

ア経費及び導入支援経費

補助対象経費の

２分の１以内

１事業者当たり

上限額450万円

下限額５万円

サービス等生産性向上IT導入支

援事業（通常枠Ａ・Ｂ類型）の補

助を受けている場合は当該事業

費

補助対象経費の

４分の１以内

デ
ジ
タ
ル
化
加
速
枠

ソフトウェア経費、機械装置、ハ

ードウェア経費及び導入支援経

費

補助対象経費の

３分の２以内

１事業者当たり

上限額1,000万

円

下限額100万円サービス等生産性向上IT導入支

援事業（通常枠Ａ・Ｂ類型）の補

助を受けている場合は当該事業

費

補助対象経費の

４分の１以内

以下のいずれかに該当するもの

づくり・商業・サービス生産性向

上促進補助金の補助を受けてい

る場合は当該事業費

①第 16 次公募までについては、

一般型デジタル枠

②第 18 次公募以降については、

製品・サービス高付加価値化枠

（成長分野進出類型）のうち、DX

に資する革新的な製品・サービ

ス開発の取組として補助申請し

たもの

補助対象経費の

12分の１以内

（２）上記（１）

の事業を行うた

めの事務費

人件費、旅費、報償費、使用料及び賃

借料、需用費、役務費及び委託料

定額

区分 補助対象経費 補助率 補助上限・下限

額

（１）間接補助

事業者が行う事

業に対する間接

補助金
一
般
枠

ソフトウェア経費、ハードウェ

ア経費及び導入支援経費

補助対象経費の

２分の１以内

１事業者当たり

上限額450万円

下限額５万円

サービス等生産性向上IT導入支

援事業（通常枠Ａ・Ｂ類型）の補

助を受けている場合は当該事業

費

補助対象経費の

４分の１以内

デ
ジ
タ
ル
化
加
速
枠

ソフトウェア経費、機械装置、ハ

ードウェア経費及び導入支援経

費

補助対象経費の

３分の２以内

１事業者当たり

上限額1,000万

円

下限額100万円サービス等生産性向上IT導入支

援事業（通常枠Ａ・Ｂ類型）の補

助を受けている場合は当該事業

費

補助対象経費の

４分の１以内

ものづくり・商業・サービス生産

性向上促進補助金（一般型［デジ

タル枠］）の補助を受けている場

合は当該事業費

補助対象経費の

12分の１以内

（２）上記（１）

の事業を行うた

めの事務費

人件費、旅費、報償費、使用料及び賃

借料、需用費、役務費及び委託料

定額


